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申立人 今 井

上記の者からなされた前橋地方検察庁検察官上村正を被疑者とする付審判

請求事件について,令和3年7月2 0日前橋地方裁判所がした請求棄却の決

定に対し,申立人から抗告の申立てがあったので,当裁判所は,次のとおり

決定する。
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本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は,申立人作成の抗告申立書のとおりである。論旨は,要

するに,申立人がした付審判請求を棄却した原決定はその判断を誤っている

から,これを取り消した上,本件請求事実を前橋地方裁判所の審判に付する

旨の決定を求める,というものと理解される。

本件請求事実の要旨は,請求人が告訴した事件の捜査を行っていた検察官

である被疑者が,起訴の職権を故意に行使せずに上記事件を不起訴処分とし,

その通知書を請求人に受領させるなどし,もってその職権を濫用して請求人

の告訴権行使を妨害した,というものである。

原決定は,上記不起訴処分に違法な点はなく,請求人の権利の妨害にも当

たらないから理由がないとして,本件請求を棄却したものであり,当裁判所

もこれを支持することができる。

所論は,上記不起訴処分は合理的なものとはいえないというが,上記不起

訴処分に対する不服をいうものにすぎず,被疑者に公務員職権濫用罪が成立

する余地がないとした原決定の結論に影響しない。

よって,刑訴法426条1項により本件抗告を棄却することとし,主文の

とおり決定する。
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これは謄本である。
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